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2,651 世帯

人口 4,878

男： 2,380 人

 

 

与論町役場では下記のとおり会計年度任用職員を募集しております。 

① こども未来課  町立こども園  保育士・栄養士及び調理師 

② 税務課  事務補助員 

③ 教育委員会学務課  事務補助員 

④ 水道課  水道施設管理職員 

詳細は与論町ホームページをご確認いただくか、下記までお問合せください。 

与論町役場 各課問い合わせ先：①こども未来課 0997-97-2792 担当：光  

②税務課 0997-97-3133 担当：坂元 

③学務課 0997-97-2441 担当：竹村 

④水道課 0997-97-4994 担当：富永 

 

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

29 (月)

30 (火)

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

1 (水)

2 (木)

3 (金)

4 (土)

5 (日)

6 (月)

7 (火) 七夕

8 (水)

9 (木)

10 (金)

11 (土)

12 (日)

❶

（令和8年5月31日現在）

世帯数世帯数

編集・発行 総務企画課

～～リサイクルセンターへのごみの持ち込みについて（お願い）～～
最近、リサイクルセンターの受入れ日以外にリサイクルセンターに

粗大ごみ・資源ごみを持ち込まれる事例が確認されています。

一般の方の受入れ日は毎週水曜日と日曜日のみです。

受入れ日以外は施設職員による選別作業や施設管理を行うための作業日となっており、

ごみの持込みは業務の支障となります。

受入れ日以外の持込みは行わないでください。

また、受入れ時間外にごみを搬入したり、施設周辺にごみを放置したりする行為も確認されています。

これらの行為は施設運営に重大な支障を及ぼすだけでなく、周辺環境の悪化や安全管理上の問題にもつながります。

受入れ日時以外の持込みは固くお断りします。

与論町物価高騰対応商品券の使用期限は 
7 月 31 日（金）までです！ 

 
   商品券は、町内の商店や飲食店等で使用できますので、 

   期限内のご使用をお願いいたします。 
 
         （お問い合わせ先）与論町役場 商工観光課 0997-97-4902  
 

こども未来課

会計年度任用職員の募集は

こちら（本町ホームページ）へ

　狂犬病予防法では、犬の所有者は生後９１日以上の犬について
毎年１回、狂犬病予防注射を受けさせることになっています。

　つきましては、下記のとおり集合注射を実施いたしますので、
犬の所有者は予防注射を受けさせて下さいますよう、お願い致します。

日付 時間 対象地区 場所

9:00～10:00 那間校区 叶公民館

10:30～11:30 与論校区 西区公民館

13:00～14:00 茶花校区 役場前

６月２８日（日） 15:00～17:00 全校区 役場前

・狂犬病予防注射料金および注射済票代・・・・・３，４００円
・新しく飼い始めた犬については、別途、登録手数料３，０００円が必要です。

　また、誠に勝手ではございますが、なるべくお釣りが出ないようにご協力お願い致します。

　※ 狂犬病は、人間も犬も共に、発症した場合の治療法が確立されていない、     
　　致死率ほぼ100％の大変危険な病気です。
　　飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなかった場合、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。 

　　　　　　問い合わせ先　役場環境課　９７－４７１２

狂犬病予防集合注射のお知らせ

６月２７日（土）

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

29 (月)

30 (火)

日 曜日 予定行事名等 時間 場所 主催

1 (水)

2 (木)

3 (金)

4 (土)

5 (日)

6 (月)

7 (火) 七夕

8 (水)

9 (木)

10 (金)

11 (土)

12 (日)



❷

さとうきび農家の皆様へ 

干ばつ対策事業のお知らせ 
干害対策及び単収向上を図るため、下記の通り事業を実施します。 

申請される方は印鑑をお持ちになり、与論町糖業振興会までお越しください。 

【ポンプ車かん水事業】 

事業内容：畑かん未整備地区等を対象にポンプ車によるかん水 

料  金：４t 車１台あたり９９０円(税込) 上限 10ａあたり５回 

対  象：さとうきび春植、株出しほ場を主とします  

対 象 外：畑かん整備地区 

申込期限：８月３１日迄 

【畑かん利用推進事業】 

事業内容：他農家のモデルとなり率先して、かん水を行うものに対して 

水使用量に応じた推進費を交付します。 

交 付 額：１ｔあたり２０円 水使用料金無料地区でも可 

     ほ場毎計算 上限１０ａあたり３００ｔ  

対  象：畑かんが整備されているさとうきびほ場 

期  間：７月～１０月 

申込期限：８月３１日迄  

要  件：対象期間で１０ａあたり５０ｔ以上かん水できる者 

     メーターの写真を提出することができる者 

     各地区の水管理組合規定を遵守できる者 

注意事項 

※詳細は与論町糖業振興会までお問い合わせください 

※お電話での申し込みはできませんので、窓口にお越しください 

 

お問合せ先：与論町糖業振興会（さとうきび生産対策本部内）  
97-3463 

与論町では、婚姻に伴う新生活を経済的に支援するため、引越費用や家賃等に係る費用を補助しています。

＜条件概要＞

１．支給対象者

令和８年１月１日から令和９年３月３１日までに婚姻し、夫婦ともに３９歳以下かつ世帯所得５００万円以内の世帯

※交付申請前に、ライフデザイン支援講座等を受講していただく必要があります。

２．支給対象経費

婚姻に伴い発生した以下の経費で、令和８年度中に支払ったもの

〇　新居の購入費

〇　住居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料

〇　住居のリフォーム費用

〇　引越費用

３．支給額

３５歳以下の世帯は、６０万円以内

３９歳以下の世帯は、３０万円以内

お問合せ先：町民生活課　97-4930

本町ホームページ（「与論町結婚新生活支援事業補助金」）はこちら→

与論町結婚新生活支援事業のご案内

婚姻日の年齢が夫婦共に

事業の詳細や申請手続き、必要書類につきましては、町民生活課までお問合せいただくか、
本町ホームページをご確認ください。



❸

宿泊事業者の皆様へ 

与論町宿泊施設等高付加価値化事業補助金の二次募集について（お知らせ） 

与論町内の宿泊事業者や観光施設事業者が持続可能な観光地づくりを目指すための

大規模な施設改修等に活用できる補助事業を募集します。申請を希望される方は役場

商工観光課へお越しの上、手続きいただきますようお願い致します。 

※申込いただいたものが全て採択されるわけではありません。応募多数の場合、予算の

範囲において改修の規模や施設の高付加価値化の取組内容を検討し調整させていただ

く場合があります。 

【事業内容】 

 〇インバウンド及びユニバーサルの対応に向けてトイレ洋式化、ユニットバス改修、バリ

アフリー化、集落景観にマッチした外観改修、光害の対策、省エネや環境負荷軽減に向

けた施設導入等といった持続可能な観光地づくりに対応するための施設改修 

 〇空家等を宿泊施設等へ転換するための施設改修 等 

【対象者】 

 〇宿泊事業者または観光施設事業者 

【補助率】 

 〇補助対象経費の 1/3 以内（補助金上限額は 300 万円） 

  ※ただし、補助対象事業費の合計が 100 万円以上とします。 

【必要書類】 

 ①見積書、工事図面 

②旅館業法営業許可証の写し（宿泊事業者に該当する方） 

③改修前の写真 等 

【募集締め切り】 

 令和 8 年 7 月 10 日（金）午後５時まで 

【その他】 

 〇詳細については、与論町ホームページへ掲載している募集要項をご確認下さい。 

〇募集要項、申請書等は与論町商工観光課でもお渡しいたします。 

ご不明点等ございましたら下記までお問合せいただきますようお願いいたします。 

 

（お問い合わせ先） 

与論町役場 商工観光課 

担当：市山 

電話：0997-97-4902  



❹



❺



❻

令和８年度与論町移住者住宅支援補助金についてのお知らせ

与論町への移住者が居住する住宅の確保を図るため、移住者が居住する住宅の新築、自宅の増改築及びこれに

類する工事に要する費用の一部を補助することにより、与論町の移住者向け住宅の不足の解消をすることを目的とし

て、令和８年度与論町住宅支援補助金交付事業について申請者を募集します。

※本事業は、予算範囲内での実施であるため、予算を上回る申請があった場合は審査の上選考となります。

【募集期間】

令和８年６月２９日（月）～令和８年７月３１日(金)

【申請方法】

申請書（与論町ホームページでダウンロード、または総務企画課にお越しください）と必要書類の提出。

※必要書類は取得に時間を要する書類もあります。

【要件】

・着工前の工事で令和９年２月末日までに終了する工事

・町外から与論町へ転入した者で異動後５年以内の者。与論町出身者を含む。

ただし、異動前５年間は町外に居た者とする。

・対象住宅の固定資産税が滞納されていないこと。

・申請者本人及び同一世帯人が市区町村民税を滞納していないこと。

・町内に事業所を有する法人又は個人事業主が施工するものであること。

・住宅の新築、既存の住宅の増改築、修繕、設備の取換工事とし、工事費用が３０万円以上であること。

※詳細な要件、申請書類等についてはホームページ掲載の補助金要綱をご確認ください。

【補助金額】

費用の２／３（上限１００万円）まで助成します。

【注意事項】

・補助金の交付は、同一の住宅、申請者に対し１回限りとします。

・門、塀その他の外構工事及び補助対象者自らが施行する工事及びすでに工事中のものは対象外となります。

その他詳細についてのお問合せ、申し込み先

与論町役場 総務企画課【0997-97-3111】

キジの卵買い取り終了のお知らせ 

 
 現在、与論町では駆除の一環としてキジの卵買い取りを行っておりますが、本年度は６月３０日をもって 

キジの卵買い取りを締め切らせていただきます。 

また、キジの卵を産業課にお持ち頂いた方々へは 7 月より集計し、順次支払い手続きを行います。 

詳しくは産業課までお問い合わせください。 

 お問合せ : 与論町役場 産業課     TEL : 0997-97-4924 


